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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 3月 27日 (2007.3.27)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 記 録 媒 体 に 制 御 情 報 を 記 録 す る 方 法 に お い て 、
　 少 な く と も １ つ の 制 御 情 報 が 設 け ら れ 、 前 記 制 御 情 報 は 、 記 録 層 に 対 し て 当 該 記 録 層 の
適 用 可 能 な 速 度 ご と に 設 け ら れ 、 前 記 制 御 情 報 は 、 適 用 可 能 な 記 録 速 度 情 報 を 含 み 、
　 前 記 制 御 情 報 を 記 録 媒 体 の 特 定 領 域 に 記 録 す る こ と を 特 徴 と す る 記 録 媒 体 の 制 御 情 報 の
記 録 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 制 御 情 報 内 に 含 ま れ る 適 用 可 能 な 記 録 速 度 情 報 は 、 そ れ ぞ れ の 記 録 速 度 の 適 用 可 否
を 表 す こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 記 録 媒 体 の 制 御 情 報 の 記 録 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 適 用 可 能 な 記 録 速 度 情 報 は 、 上 位 記 録 速 度 が 許 容 と さ れ る と 下 位 記 録 速 度 も 許 容 と
設 定 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 記 録 媒 体 の 制 御 情 報 の 記 録 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 適 用 可 能 な 記 録 速 度 情 報 は 、 記 録 速 度 の 適 用 可 否 を 示 す 特 定 値 に 設 定 さ れ る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 記 録 媒 体 の 制 御 情 報 の 記 録 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 適 用 可 能 な 記 録 速 度 情 報 は 、 ビ ッ ト 位 置 の 値 で 設 定 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
４ に 記 載 の 記 録 媒 体 の 制 御 情 報 の 記 録 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 適 用 可 能 な 記 録 速 度 情 報 内 の 下 位 記 録 速 度 は 、 上 位 記 録 速 度 の 適 用 可 否 に 特 徴 と す
る 請 求 項 ５ に 記 載 の 記 録 媒 体 の 制 御 情 報 の 記 録 方 法 。



【 請 求 項 ７ 】
　 　 前 記 制 御 情 報 内 に は 、 当 該 記 録 媒 体 内 の 記 録 層 の 数 の 情 報 を 更 に 含 む こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 １ に 記 載 の 記 録 媒 体 の 制 御 情 報 の 記 録 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 制 御 情 報 内 に は 、 記 録 ス ト ラ テ ジ タ イ プ 情 報 と 、 前 記 記 録 ス ト ラ テ ジ タ イ プ 情 報 に
よ り 適 用 さ れ る 記 録 ス ト ラ テ ジ パ ラ メ ー タ を 更 に 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の
記 録 媒 体 の 制 御 情 報 の 記 録 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 制 御 情 報 内 に は 、 １ つ ま た は そ れ 以 上 の 適 用 可 能 な 記 録 ス ト ラ テ ジ タ イ プ 情 報 を 更
に 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 記 録 媒 体 の 制 御 情 報 の 記 録 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 制 御 情 報 内 に は 、 適 用 可 能 な 記 録 ス ト ラ テ ジ タ イ プ 情 報 中 に 当 該 記 録 層 と 当 該 記 録
速 度 に 適 す る 最 適 の 記 録 ス ト ラ テ ジ タ イ プ 情 報 を 更 に 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ に 記
載 の 記 録 媒 体 の 制 御 情 報 の 記 録 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 制 御 情 報 内 に 含 ま れ る 記 録 ス ト ラ テ ジ 情 報 は 、 基 本 記 録 ス ト ラ テ ジ 情 報 と 選 択 記 録
ス ト ラ テ ジ 情 報 と に 区 分 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ に 記 載 の 記 録 媒 体 の 制 御 情 報 の
記 録 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 当 該 制 御 情 報 固 有 の 記 録 層 情 報 と 記 録 速 度 情 報 を 更 に 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に
記 載 の 記 録 媒 体 の 制 御 情 報 の 記 録 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 制 御 情 報 が 記 録 さ れ る 特 定 領 域 は 、 記 録 媒 体 内 の 管 理 領 域 を 意 味 し 、 前 記 管 理 領 域
は 、 事 前 記 録 領 域 で あ る か 、 ま た は 前 記 事 前 記 録 領 域 か ら 複 写 さ れ た 記 録 可 能 な 領 域 で あ
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 記 録 媒 体 の 制 御 情 報 の 記 録 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 制 御 情 報 は 、 ブ ル ー レ イ デ ィ ス ク 内 の Ｐ Ｉ Ｃ 領 域 内 に 形 成 さ れ る デ ィ ス ク 情 報 （ Ｄ
Ｉ ） で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ に 記 載 の 記 録 媒 体 の 制 御 情 報 の 記 録 方 法 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 前 記 制 御 情 報 は 、 物 理 フ ォ ー マ ッ ト 情 報 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ に 記 載 の 記
録 媒 体 の 制 御 情 報 の 記 録 方 法 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 速 度 情 報 を 含 む デ ー タ 構 造 に お い て 、
　 前 記 速 度 情 報 は 、 特 定 記 録 速 度 の 記 録 媒 体 へ の 適 用 可 否 を 表 す 記 録 速 度 ご と の 記 録 速 度
フ ラ グ を 含 み 、
　 第 ２ の 記 録 速 度 よ り 低 い 第 １ の 記 録 速 度 の た め の １ つ ま た は そ れ 以 上 の 記 録 速 度 フ ラ グ
は 、 前 記 第 ２ の 記 録 速 度 の た め の 記 録 速 度 フ ラ グ に 従 属 し て 設 定 さ れ る こ と を 特 徴 と す る
デ ー タ 構 造 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 第 ２ の 記 録 速 度 フ ラ グ に よ り 第 ２ の 記 録 速 度 が 適 用 可 能 と 設 定 さ れ る と 、 第 １ の 記 録 速
度 フ ラ グ も 第 １ の 記 録 速 度 が 適 用 可 能 で あ る こ と を 表 す よ う に 設 定 さ れ る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 １ ６ に 記 載 の デ ー タ 構 造 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 第 １ お よ び 第 ２ の そ れ ぞ れ の 記 録 速 度 の た め の 記 録 パ ラ メ ー タ が 更 に 含 ま れ る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ ６ に 記 載 の デ ー タ 構 造 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 前 記 記 録 パ ラ メ ー タ は 、 第 １ お よ び 第 ２ の 少 な く と も １ つ の 記 録 速 度 の た め の 記 録 ス ト
ラ テ ジ タ イ プ を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ８ に 記 載 の デ ー タ 構 造 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
　 前 記 記 録 パ ラ メ ー タ は 、 記 録 ス ト ラ テ ジ タ イ プ の た め の 記 録 ス ト ラ テ ジ パ ラ メ ー タ を 含
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む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ９ に 記 載 の デ ー タ 構 造 。
【 請 求 項 ２ １ 】
　 前 記 記 録 パ ラ メ ー タ は 、 前 期 記 録 媒 体 内 の 特 定 の 記 録 層 の た め に 提 供 さ れ る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 ２ ０ に 記 載 の デ ー タ 構 造 。
【 請 求 項 ２ ２ 】
　 　 前 記 第 １ 、 第 ２ の 記 録 速 度 フ ラ グ は 、 １ ビ ッ ト で 表 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
６ に 記 載 の デ ー タ 構 造 。
【 請 求 項 ２ ３ 】
　 記 録 媒 体 に 記 録 情 報 を 記 録 す る 方 法 に お い て 、
　 記 録 媒 体 の 特 定 領 域 に 速 度 情 報 を 記 録 し 、 前 記 速 度 情 報 は 、 当 該 速 度 の 記 録 媒 体 へ の 適
用 可 否 を 表 す １ つ ま た は そ れ 以 上 の 記 録 速 度 ご と の 記 録 速 度 フ ラ グ を 含 み 、
　 第 ２ の 記 録 速 度 よ り 低 い 第 １ の 記 録 速 度 の た め の 記 録 速 度 フ ラ グ は 、 前 記 第 ２ の 記 録 速
度 の た め の 記 録 速 度 フ ラ グ に 従 属 し て 設 定 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 光 記 録 媒 体 の デ ー タ の
記 録 方 法 。
【 請 求 項 ２ ４ 】
　 速 度 情 報 を 有 す る 光 記 録 媒 体 に お い て 、
　 前 記 速 度 情 報 は 、 当 該 速 度 の 記 録 媒 体 へ の 適 用 可 否 を 表 す １ つ ま た は そ れ 以 上 の 記 録 速
度 フ ラ グ を 含 み 、 第 ２ の 記 録 速 度 よ り 低 い 第 １ の 記 録 速 度 の た め の 記 録 速 度 フ ラ グ は 、 前
記 第 ２ の 記 録 速 度 の た め の 記 録 速 度 フ ラ グ に 従 属 し て 設 定 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 光 記 録
媒 体 。
【 請 求 項 ２ ５ 】
　 前 記 第 ２ の 記 録 速 度 フ ラ グ に よ り 第 ２ の 記 録 速 度 が 適 用 可 能 と 設 定 さ れ る と 、 前 記 第 １
の 記 録 速 度 フ ラ グ も 第 １ の 記 録 速 度 が 適 用 可 能 で あ る こ と を 表 す よ う に 設 定 さ れ る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 ２ ４ に 記 載 の 光 記 録 媒 体 。
【 請 求 項 ２ ６ 】
　 前 記 第 １ 、 第 ２ の 記 録 速 度 フ ラ グ は 、 １ ビ ッ ト で 表 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ５
に 記 載 の 光 記 録 媒 体 。
【 請 求 項 ２ ７ 】
　 前 記 光 記 録 媒 体 は 、 記 録 可 能 な Ｄ Ｖ Ｄ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ６ に 記 載 の 光 記
録 媒 体 。
【 請 求 項 ２ ８ 】
　 前 記 光 記 録 媒 体 は 、 記 録 可 能 な ブ ル ー レ イ デ ィ ス ク （ Ｂ Ｄ ） で あ る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 ２ ６ に 記 載 の 光 記 録 媒 体 。
【 請 求 項 ２ ９ 】
　 記 録 媒 体 に 主 デ ー タ を 記 録 す る 方 法 に お い て 、
　 前 記 記 録 媒 体 に 記 録 さ れ た 速 度 情 報 を 読 み 取 る ス テ ッ プ で あ っ て 、 前 記 速 度 情 報 が 、 対
応 す る 記 録 速 度 が 前 記 記 録 媒 体 に 適 用 可 能 で あ る か ど う か を 示 す 一 つ 以 上 の 記 録 速 度 フ ラ
ッ グ を 含 む ス テ ッ プ と 、
　 デ ー タ 記 憶 部 に 前 記 速 度 情 報 を 記 憶 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 記 録 媒 体 に 前 記 主 デ ー タ を 記 録 す る た め に 前 記 記 憶 さ れ た 速 度 情 報 を 利 用 す る ス テ
ッ プ と
を 含 む 方 法 で あ っ て 、
　 第 ２ の 記 録 速 度 よ り 低 い 第 １ の 記 録 速 度 に 対 す る 第 １ の 速 度 フ ラ ッ グ が 前 記 第 ２ の 記 録
速 度 に 対 す る 第 ２ の 速 度 フ ラ ッ グ に 依 存 す る よ う に 設 定 さ れ る
こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 ３ ０ 】
　 前 記 速 度 情 報 を 読 み 取 る ス テ ッ プ が 、 前 記 第 ２ の 記 録 速 度 が 適 用 可 能 で あ る こ と を 前 記
第 ２ の 速 度 フ ラ ッ グ が 示 す と き に 、 第 １ の 記 録 速 度 が 適 用 可 能 で あ る こ と を 示 す よ う に 前
記 第 １ の 速 度 フ ラ ッ グ が 設 定 さ れ る こ と を 読 み 取 る ス テ ッ プ を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 ２ ９ に 記 載 の 方 法 。
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【 請 求 項 ３ １ 】
　 前 記 デ ー タ 記 憶 部 が デ ー タ 記 録 ／ 再 生 装 置 の バ ッ フ ァ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２
９ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ２ 】
　 前 記 第 １ と 第 ２ の 速 度 フ ラ ッ グ の 両 方 が １ 情 報 バ イ ト に よ り 表 さ れ る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 ２ ９ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ３ 】
　 前 記 第 １ と 第 ２ の 速 度 フ ラ ッ グ が 前 記 情 報 バ イ ト に お け る ビ ッ ト 位 置 の 値 で そ れ ぞ れ 表
さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ２ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ４ 】
　 前 記 記 録 媒 体 か ら 前 記 第 １ と 第 ２ の 記 録 速 度 の そ れ ぞ れ に 依 存 す る 記 録 パ ラ メ ー タ を 読
み 取 る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 デ ー タ 記 憶 部 に 前 記 記 録 パ ラ メ ー タ を 記 憶 す る ス テ ッ プ と
を 更 に 含 む 請 求 項 ２ ９ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ５ 】
　 記 録 媒 体 に デ ー タ を 記 録 す る 方 法 に お い て 、
　 前 記 記 録 媒 体 か ら 読 み 取 ら れ た 速 度 情 報 を 記 憶 す る ス テ ッ プ で あ っ て 、 前 記 速 度 情 報 が
、 対 応 す る 記 録 速 度 が 前 記 記 録 媒 体 に 適 用 可 能 で あ る か ど う か を 示 す 一 つ 以 上 の 記 録 速 度
フ ラ ッ グ を 含 む ス テ ッ プ と 、
　 前 記 記 録 媒 体 に 前 記 デ ー タ を 記 録 す る た め に 記 憶 さ れ た 速 度 情 報 を 読 み 取 る ス テ ッ プ と
を 含 む 方 法 で あ っ て 、
　 第 ２ の 記 録 速 度 よ り 低 い 第 １ の 記 録 速 度 に 対 す る 第 １ の 速 度 フ ラ ッ グ が 前 記 第 ２ の 記 録
速 度 に 対 す る 第 ２ の 速 度 フ ラ ッ グ に 依 存 す る よ う に 設 定 さ れ る
こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 ３ ６ 】
　 前 記 速 度 情 報 を 記 憶 す る ス テ ッ プ が 、 前 記 第 ２ の 記 録 速 度 が 適 用 可 能 で あ る こ と を 前 記
第 ２ の 速 度 フ ラ ッ グ が 示 す と き に 、 第 １ の 記 録 速 度 が 適 用 可 能 で あ る こ と を 示 す よ う に 前
記 第 １ の 速 度 フ ラ ッ グ が 設 定 さ れ る こ と を 記 憶 す る ス テ ッ プ を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 ３ ５ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ７ 】
　 前 記 速 度 情 報 を 記 憶 す る ス テ ッ プ が 、 デ ー タ 記 録 ／ 再 生 装 置 内 の バ ッ フ ァ に 前 記 速 度 情
報 を 記 憶 す る ス テ ッ プ を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ５ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ８ 】
　 前 記 第 １ と 第 ２ の 速 度 フ ラ ッ グ の 両 方 が １ 情 報 バ イ ト に よ り 表 さ れ る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 ３ ５ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ９ 】
　 前 記 第 １ と 第 ２ の 速 度 フ ラ ッ グ が 前 記 情 報 バ イ ト に お け る ビ ッ ト 位 置 の 値 で そ れ ぞ れ 表
さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ８ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ ０ 】
　 前 記 記 録 媒 体 か ら 前 記 第 １ と 第 ２ の 記 録 速 度 の そ れ ぞ れ に 依 存 す る 記 録 パ ラ メ ー タ を 読
み 取 る ス テ ッ プ と 、
　 デ ー タ 記 録 ／ 再 生 装 置 内 の バ ッ フ ァ に 前 記 記 録 パ ラ メ ー タ を 記 憶 す る ス テ ッ プ と
を 更 に 含 む 請 求 項 ３ ５ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ １ 】
　 記 録 媒 体 に デ ー タ を 記 録 す る 方 法 に お い て 、
　 前 記 記 録 媒 体 の 特 定 の 領 域 に 記 録 さ れ た 制 御 情 報 を 読 み 取 る ス テ ッ プ で あ っ て 、 前 記 制
御 情 報 が 速 度 情 報 と ラ イ ト ス ト ラ テ ジ 情 報 を 含 み 、 前 記 速 度 情 報 が 、 対 応 す る 記 録 速 度 が
前 記 記 録 媒 体 に 適 用 可 能 で あ る か ど う か を 示 す 一 つ 以 上 の 記 録 速 度 フ ラ ッ グ を 含 み 、 前 記
ラ イ ト ス ト ラ テ ジ 情 報 が 記 録 速 度 パ ラ メ ー タ を 含 む ス テ ッ プ と 、
　 前 記 記 録 媒 体 に 主 デ ー タ を 記 録 す る た め に 前 記 制 御 情 報 を 利 用 す る ス テ ッ プ と
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を 含 む 方 法 で あ っ て 、
　 第 ２ の 記 録 速 度 よ り 低 い 第 １ の 記 録 速 度 に 対 す る 第 １ の 速 度 フ ラ ッ グ が 前 記 第 ２ の 記 録
速 度 に 対 す る 第 ２ の 速 度 フ ラ ッ グ に 依 存 す る よ う に 設 定 さ れ る
こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 ４ ２ 】
　 前 記 第 ２ の 記 録 速 度 が 適 用 可 能 で あ る こ と を 前 記 第 ２ の 速 度 フ ラ ッ グ が 示 す と き に 、 第
１ の 記 録 速 度 が 適 用 可 能 で あ る こ と を 示 す よ う に 前 記 第 １ の 速 度 フ ラ ッ グ が 設 定 さ れ る こ
と を 記 憶 す る ス テ ッ プ を 更 に 含 む 請 求 項 ４ １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ ３ 】
　 前 記 第 １ と 第 ２ の 速 度 フ ラ ッ グ の 両 方 が １ 情 報 バ イ ト に よ り 表 さ れ る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 ４ １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ ４ 】
　 前 記 第 １ と 第 ２ の 速 度 フ ラ ッ グ が 前 記 情 報 バ イ ト に お け る ビ ッ ト 位 置 の 値 で そ れ ぞ れ 表
さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ ３ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ ５ 】
　 デ ー タ 記 録 ／ 再 生 装 置 内 の バ ッ フ ァ に 前 記 読 み 取 ら れ た 制 御 情 報 を 記 憶 す る ス テ ッ プ を
更 に 含 む 請 求 項 ４ １ に 記 載 の 方 法 。
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